
（Ⅱ型・単体） 

 

入 札 公 告 

 

 次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」

という。）第１６７条の６第１項の規定により公告する。 

 本案件は電子入札案件であり、ぐんま電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）を利用

した入札を実施する。 

 本案件は、施行令第１６７条の１０の２の規定に基づき、価格のほかに、価格以外の要素を総合的に評価

し、最も評価の高い入札者を落札者とする「総合評価落札方式 Ⅱ型」により執行する。 

 令和 6 年 4月 25 日 

                          前橋市長 小 川   晶 

 
１ 入札対象案件 

 (1) 契約事務案件番号 5061000112 

 

(2) 件名 

館林場外車券売場１階売場系統空気調和設備改修工事 

債務負担案件 非該当 

再度公告案件 非該当 

 (3) 履行場所 館林市赤生田町３４５番ほか 

 

(4) 概要 

空気調和設備改修 

ビル用マルチエアコン 室外機 １９台 

           室内機 ８１台 

設備用エアコン         ４組 

パッケージエアコン       ２組 

 

 
(5) 履行期間 

令和 6年 6月 12 日 から 令和 7 年 2 月 28 日まで 

 

 
(6) 予定価格（税抜き） 

金 133,650,000 円 

調査基準価格 有 

 (7) 入札保証金 免除 

 (8) 契約保証金 有（請負代金額の１０分の１以上） 

 (9) 前金払 有 

 (10) 部分払 無 

(11) 建設リサイクル法 非該当 

 (12) 議会の議決に付すべき

契約 
非該当 

 (13) 設計業務等の受注者 無 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

 (1) 入札参加形態 単体 

 (2) 建設業の許可 管工事業 特定 

 (3) 資格者名簿への登録 管工事 

 (4) 等級又は所在地 Ａ 

 

 
(5) 履行実績等 

平成２６年度以降において、元請として、完成、引渡しが完了した、

次に掲げる管工事のうち空調設備工事を含む機械設備工事の施工実績

があること。（共同企業体の構成員としての施工実績は出資比率が２

０％以上の場合のものに限る。） 

 

契約金額：７千万円以上 

 

 (6) 現場代理人 
開札日以前３か月以上継続的に雇用している者を配置できる者である

こと。 

 (7) 主任技術者 

配置技術者については、建設業法第２６条の規定に基づき専任で配置

すること。なお、入札の申込のあった日以前３か月以上継続して雇用

しているものに限る。 



 

(8) 他の一般競争入札等に

参加している場合の取扱

い 

分割工事の設定 無 

 

一抜け方式の設定 無 

 

 

(9) その他の参加資格 

ア 施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者又は同条 

第２項各号の規定に基づく本市への入札参加の制限を受けていない 

者であること。 

イ 前橋市暴力団排除条例（平成２３年前橋市条例第３８号）第２条第 

２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等でな 

いこと。 

ウ 入札参加申請の日から契約締結日までの期間に前橋市指名停止措

置要綱（平成６年３月２９日伺定め）第２条又は前橋市暴力団排除対

策措置要綱（平成２３年３月１７日伺定め）第２条の規定による指名

停止措置を受けている者でないこと。 

エ 入札に参加しようとする者の間に資本若しくは人事面において、次

のいずれにも関連がある者でないこと。 

 (ｱ) 親会社と子会社の関係にある者又は親会社を同じくする子会社

同士の関係にある者。 

 (ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている者又は

一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている者。 

 (ｳ) 上記(ｱ)又は(ｲ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認

められる者。 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の

申立てをしていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づく再生手続開始の申立てをしていない者（会社更生法に基づく

更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づく再生手続開

始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後におい

て、競争入札参加資格の再認定を受けている者。）であること。 

カ 建設業法第２７条の２３の規定により経営事項審査を受け、当該経

営事項審査に係る総合評定値の通知（当該工事に係る請負契約を締結

する予定の日の１年７か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に

発せられたものに限る。）を有している者であること。 

キ 設計業務等の受注者でないこと又は１(13)に掲げる設計業務等の

受注者と資本若しくは人事面において次のいずれにも関連がある者

でないこと。 

 (ｱ) 設計業務等の受注者の発行済株式総数の１００分の５０を超え

る株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資

をしている建設業者。 

 (ｲ) 建設業者の代表権を有する役員が、１(13)に掲げる設計業務等の

受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設

業者。 

３ 総合評価に関する事項 

 (1) 総合評価点の算定方法 

総合評価は、入札者の入札価格に基づいて算定した「価格点」と入札者

が提出した評価項目算定資料から施工能力等を算定した「価格以外の評

価点」を加算した総合評価点をもって行う。 

総合評価点＝価格点（最大７５点）＋価格以外の評価点（最大２５点） 

 (2) 価格点の算定方法 
価格点＝配点（７５点）×最低価格／入札価格 

〔小数点以下第４位を四捨五入〕 

 
(3) 価格以外の評価点の算

定方法 

価格以外の評価点は、評価項目及び評価基準に基づき算定した評価点の

合計とする。 

 
(4) 価格以外の評価内容の

確保 

ア 総合評価に関して提出した資料等に虚偽記載等明らかに悪質な行

為があった場合は、契約の解除を行うとともに、指名停止等の措置を

行う。 

イ 施工計画書に記載された内容が達成されなかった場合は、受注者の

責に帰すことが出来ない事由によると市長が認めた場合を除き、施工



計画の評価点に基づき算定された違約金として、施工計画の評価点に

1 を加えた数値に契約締結時の請負代金額を乗じ、総合評価点で除し

た額（小数点以下切り捨て）を指定した期間内に支払わなければなら

ない。 

ウ 工事完成検査時において算定される地元企業の活用率が、総合評価

点の算定の際に加点された地元企業の活用計画の評価点に応じた評

価基準における活用率の下限を下回った場合は、前橋市工事成績評定

要綱に基づく工事成績評定において減点する。 

 (5) 入札結果の公表 
入札結果及び総合評価に関する審査結果は、前橋市建設工事等の発注見

通し等の公表に関する要綱に基づき公表する。 

４ 入札手続き等 

 (1) 設計書等の配布 電子入札システムから配布する。 

 

(2) 入札参加の申請方法 

条件付一般競争入札参加申請書兼誓約書（様式第１号）に次に掲げる入

札参加資格の確認の申請書及び資料（以下「申請書等」という。）を添付

し、電子入札システムにより申請すること。期限までに申請書等を提出

しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加す

ることができない。 

なお、申請書及び資料は、１つのフォルダ内にまとめＺｉｐ形式に圧

縮することとし、提出する電子ファイルの容量が３ＭＢを超える場合は

4(6)入札担当部署まで連絡すること。 

ア 入札参加資格確認申請書兼誓約書 

イ 申請日現在において有効かつ最新の経営事項審査に係る総合評定値

通知書の写し 

ウ 最新の建設業許可通知書の写し 

エ 同種工事の施工実績 

オ 同種工事の施工実績を証明する工事請負契約書の写し等 

  契約書の写しは、工事名・金額・工期・発注者・受注者・工事内容

の確認ができる部分のみでよい。当該工事が、一般財団法人日本建設

情報総合センターの「工事実績情報システム（以下「ＣＯＲＩＮＳ」

という。）」に登録されている場合は、契約書の写しに代えて同システ

ムの打ち出し帳票の写しでもよい。ただし、ＣＯＲＩＮＳ登録の内容

で同種工事の条件が確認できない場合は、図面等の写しも一緒に添付

すること。 

カ 配置予定技術者の資格・工事経験 

  配置予定の技術者については、複数の候補技術者を記載することが

できる。 

キ 配置予定技術者の資格及び雇用関係を証明するもの 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 入札公告又は設計書等

に対する質問方法 

ア 電子入札システム内の説明要求内容欄に質問内容を入力すること

とし、「添付資料追加」機能は使用しないこと。なお、題名、説明要求

内容等に入札参加者名を特定できる記載がある質問には回答しない。 

イ 質問内容を登録後速やかに、質問を登録したことを４(6)入札担当

部署に電話連絡すること。 

ウ 入札公告に対する質問と設計書等に対する質問は、それぞれ別の質

問として登録すること。 

 

 

 

 

 

(4) 質問に対する回答書の

閲覧方法 
電子入札システムにより閲覧すること。 

(5) 入札書、積算内訳書及

び評価項目算定資料の提

出方法 

電子入札システムにより提出すること。積算内訳書及び総合評価に係る

評価項目算定資料は、入札書に添付し、積算内訳書と併せて１つのフォ

ルダ内にまとめ、Ｚｉｐ形式に圧縮すること。なお、提出する電子ファ

イルの容量が３ＭＢを超える場合は４(6)入札担当部署まで連絡するこ

と。 

 

(6) 入札担当部署 

(問い合わせ先) 

前橋市総務部契約監理課 審査契約室 

前橋市大手町二丁目１２番１号 市役所本庁舎３階 

電話 ０２７－８９８－６２８８（ダイヤルイン） 

メールアドレス shinsa-k@city.maebashi.gunma.jp 



５ 入札日程等 

 (1) 設計書等の閲覧 公告日から 

 (2) 入札参加の申請期間 公告日から 令和 6年 5 月 7 日(火) 16 時まで 

 

 

(3) 入札公告又は設計書等

に対する質問期間 
公告日から 令和 6年 5 月 14 日(火) 16 時まで 

 

 

(4) 質問に対する回答書の

閲覧期間 
令和 6年 5月 17 日(金)から 

 
(5) 入札参加資格確認結果

通知書の通知 
令和 6年 5月 13 日(月) 

 

 

(6) 入札書、積算内訳書及

び評価項目算定資料の提

出期間等 

令和 6年 5月 22 日(水)  10 時 00 分から 

令和 6年 5月 24 日(金)  12 時 00 分まで 

入札回数 １回 積算内訳書 有 

 (7) 開札日時 令和 6年 6月 4 日(火)  9 時 00 分 

６ 入札時の注意事項 

 (1) 独占禁止法の遵守 
入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号）等に違反する行為をしないこと。 

 (2) 入札書に記載する金額 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入

札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。 

 (3) 積算内訳書 
積算内訳書は、積算内訳資料と同項目とし、記載内容については数量、

単価、金額等を明らかにしたものであること。 

 (4) 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、当該入札者の入札を無効とし、無効の

入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 

ア この競争入札に参加するために必要な資格のない者の入札 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者の入札 

ウ 同一事項に対し２以上の入札をした者の入札 

エ 入札に際し不正行為のあった者の入札 

オ 入札書に必要な事項を記載しなかった者の入札 

カ 積算内訳書を提出しなかった者の入札 

キ 積算内訳書の金額と入札書の金額が同額ではない者の入札 

ケ 記載不備等の意思不明瞭な積算内訳書を提出した者の入札 

コ その他入札に関する条件に違反した者の入札 

なお、刑法、独占禁止法等の規定に抵触する行為をしない旨の誓約書を

提出しない者のした入札は、上記コに該当する。また、入札参加資格の

ある旨の確認を受けた者であっても、落札決定時において入札参加資格

のない者が行った入札は上記アに該当する。 

 (5) その他 

ア 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回は、認めない。 

イ 入札参加者は、入札書を提出するまではいつでも入札を辞退するこ

とができる。 

７ 落札者の決定 

 (1) 落札者の決定 

ア 総合評価点の最も高い者を落札者とする。 

イ 一抜け方式が設定された工事にあって落札者が同一となる場合、開

札順序が後の工事の落札者を先の工事の落札者の次順位の者とする。

この場合において、対象工事が３件以上あるときは、落札者が重複し

ないよう、順次、次順位へ繰り下げる。 

なお、一抜け方式の対象案件のうち、一部の入札が中止又は不調と

なった場合は、当該中止又は不調案件はなかったものとみなし、入札

手続きを続行する。 

ウ 落札者となるべき者が２者以上あるときは、くじにより決定する。 

８ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

 (1) 苦情申立書及び提出方 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求める



法 場合は、入札参加資格確認結果通知を行った日の翌日から起算して３日

以内（前橋市の休日を定める条例（平成元年前橋市条例第１４号）に規

定する、土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日までの日

（以下「休日」という。）を除く。）に入札及び契約の過程並びに指名停

止等措置に関する苦情処理要領（平成１９年７月２４日伺定め。以下「苦

情処理要領」という。）で定める苦情申立書（様式第１号）を３(15)入

札担当部署に持参により提出すること。 

 
(2) 苦情申立書に対する回

答方法 

苦情処理要領で定める苦情申立回答書（様式第２号）により、苦情申立

書の提出期限の翌日から起算して２日以内（休日を除く。）に回答する。 

９ その他 

 

(1) 電子入札システムによる手続きは、電子入札システム利用時間内（休日を除く、平日の９時から２

０時の間）に行うこと。 

(2) ４(6)入札担当部署へ提出書類を持参する場合は、休日を除く、平日の８時３０分から１７時まで

の間に行うこと。 

(3) 現場説明会は、開催しない。 

(4) 申請書、積算内訳書及び評価項目算定資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

(5) 申請書、積算内訳書及び評価項目算定資料等の差し替え又は再提出は認めない。 

(6) 提出された申請書、積算内訳書及び評価項目算定資料等は、返却しない。 

(7) 提出された申請書、積算内訳書及び評価項目算定資料等は、入札参加資格の確認以外に提出者に無

断で使用しない。 

(8) 申請書、積算内訳書及び評価項目算定資料等に虚偽の記載をした場合においては、前橋市指名停止

措置要綱に基づく指名停止を行う。 

(9) 前橋市建設工事等電子入札運用基準（平成１８年１２月２６日伺定め）の規定により、発注者の判

断において、電子入札から紙入札へ切り替える場合がある。 

(10) 入札参加者は、前橋市建設工事等入札注意事項を熟読し、これを遵守すること。 

(11) フレックス工期により実施する工事等の取扱いは、次のとおりとする。 

 ア 落札者が設定した契約期間に基づく契約により増加する経費は、落札者の負担とする。 

 イ 契約期間の始期日の前日までは、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事等に着

手してはならない。 

ウ 契約期間の始期日の前日までは、当該工事現場の管理は市の責任において行う。 

エ 契約期間の始期日の前日までは、現場代理人及び主任技術者等を配置することを要しない。 

オ 前払金を請求できる時期は、契約書で定めた契約期間とする。ただし、ゼロ市債案件については、

契約期間内であっても契約年度に前金払を請求することができないものとする。  

 
  



評価項目及び評価基準 

区
分 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

企
業
関
係
評
価
項
目 

１ 企業工事成績評定（令和２年度～令和５
年度） 

・本市発注の対象工種の工事成績評定点（特
定建設工事共同企業体の構成員としての
評定点を含む。）の平均値により評価する。 

・対象となる評定点が無い場合は平均値を
６５点とみなす。 

・評価点の小数点以下第 4位は四捨五入す

る。 

3.0
点 

80 点以上 3.0 点 

65 点超 80 点未満 
(平均値-65)×3.0/15

点 

65 点 0 点 

65 点未満 
(平均値-65)×3.0/15

点 

２ 企業の優良工事の受賞（令和３年度～令
和６年度） 

・本市発注の対象工種の優良建設工事表彰
の受賞の有無により評価する。 

3.0
点 

表彰有り 
表彰回数×1.0 点 

〔最大 3.0 点〕 

無し 0 点 

３ 企業の施工実績 

・評価対象工事を施工した実績により評価
する。 

2.0
点 

４年以内の実績有り 2.0 点 

４年を超える実績有り 1.0 点 

実績無し 0 点 

４ ISO 等の認証取得 

・公告日現在有効な、ISO9001、ISO14001
及びエコアクション 21 の認証取得の有無
により評価する。 

・ISO14001 とエコアクション 21 の重複加
点は行わない。 

2.0
点 

ISO9001、ISO14001 双方

を取得 
2.0 点 

ISO9001、エコアクショ

ン 21 双方を取得 
1.5 点 

ISO9001、ISO14001 のい

ずれかを取得 
1.0 点 

エコアクション21を取

得 
0.5 点 

無し 0 点 

５ 指名停止の状況（令和２年度～令和６年
度） 

・本市からの指名停止の有無により評価す
る。 

0 点 
指名停止有り 

指名停止日数×－0.1

点〔最大－3.0 点〕 

無し 0 点 

社
会
的
条
件
関
係
評
価
項
目 

６ 地域内における本支店、営業所等の有無 

・公告日における本市内の営業拠点の有無
により評価する。 

1.0
点 

本店有り 1.0 点 

支店、営業所有り 0.5 点 

拠点無し 0 点 

７ 地元企業の活用計画 

・地元企業が施工する割合で評価する。 

3.0
点 

90％以上 3.0 点 

70％以上 90％未満 2.0 点 

50％以上 70％未満 1.0 点 

50％未満 0 点 

８ 技術者の雇用 

・経営事項審査に係る総合評定通知書に記
載されている技術職員数により評価する。 

1.0
点 

50 人以上 1.0 点 

20 人以上 50 人未満 0.5 点 



20 人未満 0 点 

９ 地域防災力（令和４年度～令和５年度） 

・前橋市が管理する社会資本の維持修繕に
関して、応急対策又は市との災害時協定を
締結した団体としての活動実績の有無に
より評価する。 

1.0
点 

3 回以上の実績有り 1.0 点 

3 回未満の実績有り 0.5 点 

実績無し 0 点 

技
術
者
関
係
評
価
項
目 

１０ 配置予定技術者工事成績評定（令和２
年度～令和５年度） 

・主任技術者、監理技術者又は担当技術者と
して携わった前橋市発注の対象工種の工
事成績評定点（特定建設工事共同企業体の
構成員としての評定点を含む。）の平均値
により評価する。 

・・対象となる評定点が無い場合は平均値を
６５点とみなす。 

・評価点の小数点以下第 4 位は四捨五入す
る。 

3.0
点 

80 点以上 3.0 点 

65 点超 80 点未満 
(平均値-65)×3.0/15

点 

65 点 0 点 

65 点未満 
(平均値-65)×3.0/15

点 

１１ 配置予定技術者の優良工事の受賞（令
和３年度～令和６年度） 

・主任技術者、監理技術者又は担当技術者と
して携わった前橋市発注の対象工種の優
良建設工事表彰の受賞の有無により評価
する。 

3.0
点 

有り 
表彰回数×1.0 点 

〔最大 3.0 点〕 

無し 0 点 

１２ 配置予定技術者の施工実績 

・主任技術者、監理技術者又は担当技術者と
して評価対象工事を施工した実績により
評価する。 

1.0
点 

４年以内の実績有り 1.0 点 

４年を超える実績有り 0.5 点 

実績無し 0 点 

１３ 若手・女性技術者の配置 

・公告日における若手技術者（４５歳未満）
又は女性技術者の配置の有無により評価
する。 

1.0
点 

若手かつ女性技術者の

配置有り 
1.0 点 

若手技術者又は女性技

術者の配置有り 
0.5 点 

配置無し 0 点 

１４ 配置予定技術者の継続教育（令和４年
度～令和５年度） 

主任技術者又は監理技術者としての所有資
格に関するＣＰＤの取り組みを評価する。 

1.0
点 

10 単位以上 1.0 点 

10 単位未満 0.5 点 

取り組み無し 0 点 

 

評価項目及び評価基準における対象工種は、次の工種とする。 

管工事 

 

評価項目及び評価基準における評価対象工事は、次の条件を満たす工事とする。 

平成２６年度以降において、元請として、完成、引渡しが完了した、次に掲げる管工事のうち空調設備工

事を含む機械設備工事の施工実績があること。 

（共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。） 

 

契約金額：１億４千万円以上 

    （共同企業体の場合は自社の出資比率を乗じた金額が１億４千万円以上） 

建物延床面積：９０００ｍ２以上 



 

評価項目及び評価基準における継続教育（ＣＰＤ）の評価対象団体は、次のとおりとする。 

・建設系ＣＰＤ協議会に加盟している団体 

・建築ＣＰＤ運営会議に加盟している団体 

 

（注）複数の技術者を配置予定技術者として入札参加申請した場合、技術者関連評価項目に係る算定資料は、

すべての配置予定技術者について提出すること。この場合、配置予定技術者の工事成績評定、施工経験及

び所有資格の評価点は、最も低い評価を受けた者をもって算定する。 


